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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルフタッピングねじ(Xa)の先端に形成された切り刃部(Xaa)に沿って設けられた溝部(
Xab)に収納容器(Ｙ)内奥側に形成された突起部(Ya)を当接させて該収納容器(Ｙ)内に回転
不能に収納されるセルフタッピング式インプラントフィクスチャー(Ｘ)の口腔内側の内面
に形成されている凹条溝(Xb)に、該フィクスチャー(Ｘ)の凹条溝(Xb)の奥部に形成された
めねじ部へと繋がる貫通穴(Za)を有するフィクスチャーマウント(Ｚ)の先端を係合させ、
該フィクスチャーマウント(Ｚ)の貫通穴(Za)を通して螺入するボルト(Ｂ)によって該フィ
クスチャーマウント(Ｚ)を該フィクスチャー(Ｘ)に固定する際に、該収納容器(Ｙ)に対し
て該フィクスチャーマウント(Ｚ)を回転不能状態に維持させるために装着されるフィクス
チャーマウント固定具であって、
　中央に該ボルト(Ｂ)を挿通させるボルト挿通用貫通穴(１)が穿設されている頂部(２)と
該頂部(２)から収納容器(Ｙ)の側面に向けて垂下された垂下部(３)とから成り、該頂部(
２)のボルト挿通用貫通穴(１)がフィクスチャーマウント(Ｚ)の口腔内側の端部外面に設
けられている正多角形状部(Zb)に係合する係合穴(４)を有しているか及び／又は該垂下部
(３)がフィクスチャーマウント(Ｚ)の側面に設けられている中心軸と平行な平面部(Zc)に
当接する係合面(3a)を有していて、且つ該収納容器(Ｙ)を保持する台座(Ｓ)に設けられた
収納容器保持穴(Sa)又は該収納容器(Ｙ)の側面に形成されている係合部(Yb)に係止される
係止部(3b)が該垂下部(３)に設けられていることを特徴とするフィクスチャーマウント固
定具。
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【請求項２】
　係止部(3b)が垂下部(３)の下端に略等間隔で下方に突設されている突部(3ba)である請
求項１に記載のフィクスチャーマウント固定具。
【請求項３】
　係止部(3b)が収納容器(Ｙ)の側面に設けられている中心軸と平行な平面である係合部(Y
b)に当接する係止面(3bb)である請求項１に記載のフィクスチャーマウント固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用インプラント治療に用いられるフィクスチャーマウントに装着しフィ
クスチャーマウントを回転不能状態に維持させることによって、フィクスチャーマウント
が係合されたセルフタッピング式インプラントフィクスチャー（以下、「フィクスチャー
」と言う）を収納容器内で回転不能な状態にして、フィクスチャーマウントとフィクスチ
ャーとをボルト締めする際にフィクスチャーが収納容器内で回転して損傷することを防止
するためのフィクスチャーマウント固定具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科用インプラント治療に使用されるフィクスチャーは実際に使用されるまで滅菌状態
を保ったままの状態に収納する専用の収納容器に収納されている。
【０００３】
　このように専用の収納容器に収納されたフィクスチャーは、欠損歯部の顎骨内に埋入さ
せるための回転駆動力が伝達される埋入用インスツルメントをその口腔内側の穴に装着さ
れ、この埋入用インスツルメントを介して収納容器内から取り出される。この埋入用イン
スツルメントとしては、フィクスチャーの中心軸に沿って穿設され反口腔内側に向かって
先端が閉ざされためねじ部が螺設されている穴の口腔側内面に形成された複数の凹条溝に
係合される複数の係合用突起が先端部に形成されていて、このフィクスチャーの口腔側内
面に形成された複数の凹条溝に先端部に形成されている複数の係合用突起を係合させるこ
とによってフィクスチャーへの回転駆動力の伝達が可能であると共に、フィクスチャーを
保持することも可能にするものがある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　この埋入用インスツルメントのフィクスチャーの口腔内側の穴への係合は、その先端を
フィクスチャーに穿設された穴の口腔内側に押し当てて、フィクスチャーの凹条溝と埋入
用インスツルメントの係合用突起との位置が合致するまで埋入用インスツルメントを回転
させた後に埋入用インスツルメントの係合用突起をフィクスチャーの凹条溝内に挿入させ
ることによって行われる。その際に、埋入用インスツルメントの先端が押し当てられたフ
ィクスチャーが一緒に回転すると埋入用インスツルメントをフィクスチャーに係合させる
ことができないので、収納容器内の奥側に突起部を形成させ、この突起部にフィクスチャ
ーの先端側のセルフタッピングねじに形成された切り刃部に沿って設けられた溝部を当接
させて収納容器内でフィクスチャーを回転不能にさせているのである。
【０００５】
　このような収納容器と埋入用インスツルメントとを利用すれば、フィクスチャーに直接
触れることなく、埋入用インスツルメントを介してフィクスチャーを簡便に取り扱うこと
ができるが、前記埋入用インスツルメントはフィクスチャーに係合されているだけである
ため、外れ易いという問題がある。そこでその先端をフィクスチャーの口腔内側の端部に
係合できるだけでなく、確実に固定できるものとして、フィクスチャーの係合部の奥部に
形成されためねじ部へと繋がる貫通穴を通して螺入されたボルトによってフィクスチャー
に固定することができるフィクスチャーマウントが使用されるようになってきた。
【０００６】
　このフィクスチャーマウントをフィクスチャーに係合させるには、フィクスチャーマウ
ントの先端をフィクスチャーに穿設された穴の口腔内側に押し当てて、フィクスチャーマ
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ウントの先端がフィクスチャーに穿設された穴に挿入できる状態となるまでフィクスチャ
ーマウントを回転させて挿入係合させなければならないため、埋入用インスツルメントの
場合と同様に収納容器内の奥側に突起部を形成させてフィクスチャーが回転しないように
する必要がある。
【０００７】
　このように、奥側に突起部が形成されている収納容器と、貫通穴を有するフィクスチャ
ーマウントとを使用すれば、フィクスチャーマウントとフィクスチャーとがボルトによっ
て完全に一体化されてフィクスチャーがフィクスチャーマウントから脱落することがない
状態でインプラント治療を行えるのである。
【０００８】
　しかしながら、ボルトによってフィクスチャーマウントをフィクスチャーに固定する際
に、ドライバー等でボルトを締めるためにフィクスチャーに必要以上に大きなトルクが加
えられると、フィクスチャーマウントとフィクスチャーとが一体となって回転して、フィ
クスチャーの先端部が収納容器内奥側の突起部に強く当接してフィクスチャーの先端が損
傷するという現象が発生するという問題がある。
このような現象は、フィクスチャーマウントを保持した状態でボルトを締め付ければ発生
しないのであるが、フィクスチャーマウントは小さくて持ちにくいので、収納容器を持っ
てボルト締めすると、フィクスチャーとフィクスチャーマウントとが一緒に回転してフィ
クスチャーの先端が納容器内の奥側に突起部に強く当接して損傷するという現象が発生す
るのである。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－７５４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前記の問題に鑑み、フィクスチャーマウントに装着しフィクスチャーマウント
を回転不能状態に維持させることによって、フィクスチャーマウントが係合されたフィク
スチャーを収納容器内で回転不能な状態にして、フィクスチャーマウントをフィクスチャ
ーにボルト締めする際にフィクスチャーが収納容器内で回転して損傷することを防止する
ためのフィクスチャーマウント固定具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、フィクスチャーが収納された収
納容器に対してフィクスチャーマウントを回転不能状態に維持させるために装着されるフ
ィクスチャーマウント固定具を、中央にボルトを挿通させるボルト挿通用貫通穴が穿設さ
れている頂部と頂部から収納容器の側面に向けて垂下された垂下部とから構成させ、頂部
のボルト挿通用貫通穴をフィクスチャーマウントの口腔内側の端部外面に設けられている
正多角形状部に係合する係合穴を有しているか、及び／又は垂下部にフィクスチャーマウ
ントの側面に設けられている中心軸と平行な平面部に当接する係合面を有している形状に
形成すれば、フィクスチャーと係合させたフィクスチャーマウントにフィクスチャーマウ
ント固定具を装着することによって、フィクスチャーとフィクスチャーマウントとフィク
スチャーマウント固定具とが一体となり、更に収納容器を保持する台座に収納容器保持穴
を設けるか又は収納容器の側面に形成されている係合部に係止される係止部を垂下部に設
け、フィクスチャーマウント固定具を台座又は収納容器に固定させれば、フィクスチャー
マウント固定具と一体となっているフィクスチャーマウント及びフィクスチャーも回転不
能な状態となるから、この状態でフィクスチャーマウントとフィクスチャーとをボルトで
固定すれば、ボルトを締め付ける際にフィクスチャーが収納容器内で回転してフィクスチ
ャーの先端部が収納容器内奥側の突起部に強く当接して損傷する現象が発生することがな
いことを究明して本発明を完成したのである。
【００１２】
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　即ち本発明は、セルフタッピングねじの先端に形成された切り刃部に沿って設けられた
溝部に収納容器内奥側に形成された突起部を当接させて収納容器内に回転不能に収納され
るセルフタッピング式インプラントフィクスチャーの口腔内側の内面に形成されている凹
条溝に、フィクスチャーの凹条溝の奥部に形成されためねじ部へと繋がる貫通穴を有する
フィクスチャーマウントの先端を係合させ、フィクスチャーマウントの貫通穴を通して螺
入するボルトによってフィクスチャーマウントをフィクスチャーに固定する際に、収納容
器に対してフィクスチャーマウントを回転不能状態に維持させるために装着されるフィク
スチャーマウント固定具であって、中央にボルトを挿通させるボルト挿通用貫通穴が穿設
されている頂部とこの頂部から収納容器の側面に向けて垂下された垂下部とから成り、頂
部のボルト挿通用貫通穴がフィクスチャーマウントの口腔内側の端部外面に設けられてい
る正多角形状部に係合する係合穴を有しているか及び／又は垂下部がフィクスチャーマウ
ントの側面に設けられている中心軸と平行な平面部に当接する係合面を有していて、且つ
収納容器を保持する台座に設けられた収納容器保持穴又は収納容器の側面に形成されてい
る係合部に係止される係止部が垂下部に設けられていることを特徴とするフィクスチャー
マウント固定具である。
【００１３】
　また垂下部に係止部が設けられている態様において、係止部が垂下部の下端に略等間隔
で下方に突設されている突部であったり、係止部が収納容器の側面に設けられている中心
軸と平行な平面である係合部に当接する係止面であれば、収納容器を保持する台座に設け
られた収納容器保持穴や収納容器の側面に形成されている係合部にフィクスチャーマウン
ト固定具を簡単に係止させることができて好ましいことも究明したのである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係るフィクスチャーマウント固定具は、セルフタッピングねじの先端に形成さ
れた切り刃部に沿って設けられた溝部に収納容器内奥側に形成された突起部を当接させて
収納容器内に回転不能に収納されるセルフタッピング式インプラントフィクスチャーの口
腔内側の内面に形成されている凹条溝に、フィクスチャーの凹条溝の奥部に形成されため
ねじ部へと繋がる貫通穴を有するフィクスチャーマウントの先端を係合させ、フィクスチ
ャーマウントの貫通穴を通して螺入するボルトによってフィクスチャーマウントをフィク
スチャーに固定する際に、収納容器に対してフィクスチャーマウントを回転不能状態に維
持させるために装着されるフィクスチャーマウント固定具であって、中央にボルトを挿通
させるボルト挿通用貫通穴が穿設されている頂部とこの頂部から収納容器の側面に向けて
垂下された垂下部とから成り、頂部のボルト挿通用貫通穴がフィクスチャーマウントの口
腔内側の端部外面に設けられている正多角形状部に係合する係合穴を有しているか及び／
又は垂下部がフィクスチャーマウントの側面に設けられている中心軸と平行な平面部に当
接する係合面を有しているから、フィクスチャーと係合させたフィクスチャーマウントに
フィクスチャーマウント固定具を装着することによって、フィクスチャーとフィクスチャ
ーマウントとフィクスチャーマウント固定具とが一体となり、更に収納容器を保持する台
座に設けられた収納容器保持穴又は収納容器の側面に形成されている係合部に係止される
係止部が垂下部に設けられているから、フィクスチャーマウント固定具を台座又は収納容
器に固定させることによって、フィクスチャーマウント固定具と一体となっているフィク
スチャーマウント及びフィクスチャーも回転不能な状態となり、この状態でフィクスチャ
ーマウントとフィクスチャーとをボルトで固定すれば、ボルトを締め付ける際にフィクス
チャーが収納容器内で回転してフィクスチャーの先端部が収納容器内奥側の突起部に強く
当接して損傷する現象が発生することがないのである。
【００１５】
　また垂下部に係止部が設けられている態様において、係止部が垂下部の下端に略等間隔
で下方に突設されている突部である場合や、係止部が収納容器の側面に設けられている中
心軸と平行な平面である係合部に当接する係止面である場合には、収納容器を保持する台
座に設けられた収納容器保持穴や収納容器の側面に形成されている係合部にフィクスチャ
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ーマウント固定具を簡単に係止させることができるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を用いて本発明に係るフィクスチャーマウント固定用キャップについて詳細
に説明する。
　図１は本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の一実施例を示す斜視図、図２は図
１の正面図、図３は収納容器内のフィクスチャーに係合されたフィクスチャーマウントに
図１のフィクスチャーマウント固定具が装着された状態を示す斜視図、図４は図３におけ
る収納容器が台座に保持され、フィクスチャーマウント固定具の垂下部に設けられている
係止部が台座の収納容器保持穴に係止されている状態を示す斜視図、図５はセルフタッピ
ング式インプラントフィクスチャーの一例を示す正面図、図６は図５の平面図、図７は図
６のＡ－Ａ線断面図、図８は図３における収納容器を示す斜視図、図９は図８の収納容器
の部分断面斜視図、図１０は図８の収納容器に図５のフィクスチャーを収納させた状態を
示す斜視図、図１１は図１０のＢ－Ｂ線断面図、図１２は図１０における収納容器の部分
断面正面図、図１３は図３におけるフィクスチャーマウントの一例を示す斜視図、図１４
は図１０における収納容器内に収納されたフィクスチャーに図１３のフィクスチャーマウ
ントを係合させた状態を示す斜視図、図１５は本発明に係るフィクスチャーマウント固定
具の他の実施例を示す斜視図、図１６は図１５のフィクスチャーマウント固定具が係止さ
れる収納容器の一例を示す斜視図、図１７は図１５のフィクスチャーマウント固定具が図
１３のフィクスチャーマウントに装着され、フィクスチャーマウント固定具の垂下部の下
端に略等間隔で下方に突設されている突部が収納容器の側面に形成されている突起部間に
係止されている状態を示す斜視図、図１８は本発明に係るフィクスチャーマウント固定具
の更に他の実施例を示す斜視図、図１９は図１８のフィクスチャーマウント固定具が係止
される収納容器の一例を示す斜視図、図２０は図１８のフィクスチャーマウント固定具が
図１３のフィクスチャーマウントに装着され、フィクスチャーマウント固定具の垂下部に
設けられている係止面が収納容器の側面に設けられている中心軸と平行な平面である係合
部に係止されている状態を示す斜視図、図２１は本発明に係るフィクスチャーマウント固
定具の更に他の実施例を示す斜視図、図２２は図２１のフィクスチャーマウント固定具の
底面図、図２３は図２１のフィクスチャーマウント固定具に装着されるフィクスチャーマ
ウントの一例を示す斜視図、図２４は図１０における収納容器内に収納されたフィクスチ
ャーに係合させた図２３のフィクスチャーマウントに図２１のフィクスチャーマウント固
定具が装着されている状態を示す斜視図、図２５はフィクスチャーマウントをフィクスチ
ャーに固定する際に使用されるボルトの一例を示す正面図である。
【００１７】
　図面中、ＸはセルフタッピングねじXaの先端に形成された切り刃部Xaaに沿って溝部Xab
が設けられているセルフタッピング式インプラントフィクスチャーであり、その口腔内側
の内面には凹条溝Xbが形成されている。このようなフィクスチャーＸとしては例えば図５
～図７の如き態様のものが使用でき、この態様では図６の如くフィクスチャーＸの口腔内
側の内面には６つの凹条溝Xbが形成されていて、これらはアバットメントを係合させたり
フィクスチャー埋入用の治具を係合させるために使用されるものであり、例えば後述する
図１３のようなフィクスチャーマウントＺを装着する場合、これらの６つの凹条溝Xbうち
の３つの凹条溝Xbに係合させて装着させる。
【００１８】
　ＹはフィクスチャーＸが収納される収納容器であり、例えば図８のような収納容器Ｙが
使用できる。この収納容器Ｙには図９の部分断面図の如く、収納容器Ｙ内の奥側に突起部
Yaが形成されている。また図１０～図１２の如くこの収納容器Ｙ内にフィクスチャーＸを
収納させると、フィクスチャーＸのセルフタッピングねじXaの先端の溝部Xabが収納容器
Ｙ内奥側に形成された突起部Yaに当接して、フィクスチャーＸが回転不能な状態で収納さ
れるのである。
【００１９】
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　ＺはフィクスチャーＸの凹条溝Xbの奥部に形成されためねじ部へと繋がる貫通穴Zaを有
するフィクスチャーマウントであり、その先端がフィクスチャーＸの凹条溝Xbに係合され
る。このようなフィクスチャーマウントＺとしては、図１３の如き態様のものが使用でき
る。この態様では先端側に３つの突条部が等間隔に形成されている。このフィクスチャー
マウントＺとフィクスチャーＸとを係合させるには、このフィクスチャーマウントＺの先
端を収納容器Ｙに収納されたフィクスチャーＸに穿設された穴の口腔内側に押し当てて、
フィクスチャーマウントＺの先端側の３つの突条部がフィクスチャーＸの６つの凹条溝Xb
のうち３つの凹条溝Xbに挿入できる状態となるまでフィクスチャーマウントＺを回転させ
た後に挿入させて図１４の如く係合させるのである。その際に、フィクスチャーマウント
Ｚが押し当てられたフィクスチャーＸが収納容器Ｙ内で回転するとフィクスチャーマウン
トＺを係合させることができないため、収納容器Ｙ内の奥側にフィクスチャーＸの溝部Xa
bに当接させる突起部Yaが形成されているのである。
【００２０】
　ＢはフィクスチャーマウントＺをフィクスチャーＸに固定する際にフィクスチャーマウ
ントＺの貫通穴Zaを通して螺入する図２５に示すようなボルトであり、またＳは収納容器
Ｙを保持する台座である。
【００２１】
　次に本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の構造について説明する。
１はボルトＢを挿通させるボルト挿通用貫通穴であり、２は中央にこのボルト挿通用貫通
穴１が穿設されている頂部である。本発明に係るフィクスチャーマウント固定具は、フィ
クスチャーＸとフィクスチャーマウントＺとをボルトＢで固定する際に使用されるもので
あるから、ボルトＢを挿入したり、ドライバー等の工具を挿入したりするためのボルト挿
通用貫通穴１が頂部２に形成されているのである。
【００２２】
　３は頂部２から収納容器Ｙの側面に向けて垂下された垂下部である。本発明に係るフィ
クスチャーマウント固定具はこの垂下部３と前記のボルト挿通用貫通穴１が穿設されてい
る頂部２とから構成されている。
【００２３】
　４はフィクスチャーマウントＺの口腔内側の端部外面に設けられている正多角形状部Zb
に係合させる係合穴である。本発明に係るフィクスチャーマウント固定具は、頂部２のボ
ルト挿通用貫通穴１がフィクスチャーマウントＺの口腔内側の端部外面に設けられている
正多角形状部Zbに係合する係合穴４を有しているか及び／又は垂下部３がフィクスチャー
マウントＺの側面に設けられている中心軸と平行な平面部Zcに当接する係合面3aを有して
いて、フィクスチャーＸと係合させたフィクスチャーマウントＺに本発明に係るフィクス
チャーマウント固定具を装着することによって、フィクスチャーＸとフィクスチャーマウ
ントＺと本発明に係るフィクスチャーマウント固定具とを一体にすることができるのであ
る。
【００２４】
　本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の実施例としては先ず図１及び図２に示す
ような形状のものがある。このフィクスチャーマウント固定具は頂部２の中央に穿設され
たボルト挿通用貫通穴１がフィクスチャーマウントＺの口腔内側の端部外面に設けられて
いる正多角形状部Zb（図３では正六角形状）に係合させる係合穴４となっている。
【００２５】
　このフィクスチャーマウント固定具を実際に使用するには、先ず図１４の如く収納容器
Ｙ内のフィクスチャーＸの口腔内側の内面に形成されている凹条溝Xbにフィクスチャーマ
ウントＺの先端側の突条部を係合させた状態で、フィクスチャーマウントＺの口腔内側の
端部外面に設けられている正多角形状部Zb（図１４では正六角形状）にフィクスチャーマ
ウント固定具の係合穴４を係合させて図３の如き状態にする。この図３の状態は、収納容
器Ｙ内のフィクスチャーＸにフィクスチャーマウントＺが係合され、更にそのフィクスチ
ャーマウントＺに本発明に係るフィクスチャーマウント固定具が係合されて、フィクスチ
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ャーＸとフィクスチャーマウントＺとフィクスチャーマウント固定具とが一体となってい
る。
【００２６】
　次にこの図３の如き状態でフィクスチャーマウント固定具の下方に突設された３つの突
部3baを図４に示すように台座Ｓに形成されている収納容器保持穴Saに形成されている３
つの溝部にそれぞれ係止させる。これにより、フィクスチャーマウント固定具は台座Ｓに
固定され回転不能な状態となり、更にこのフィクスチャーマウント固定具と一体となって
いるフィクスチャーマウントＺ及びフィクスチャーＸも回転不能となる。この状態で図２
５の如きボルトＢをフィクスチャーマウントＺの貫通穴Zaを通してフィクスチャーＸに螺
設されているめねじに螺入してフィクスチャーマウントＺをフィクスチャーＸに固定すれ
ば、フィクスチャーマウントＺは回転できないのでフィクスチャーＸの溝部Xabが収納容
器Ｙ内の奥側の突起部Yaに強く当接して、フィクスチャーＸが損傷するようなことがない
のである。
【００２７】
　本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の他の実施例としては、図１５の如きフィ
クスチャーマウント固定具がある。このフィクスチャーマウント固定具も図１７の如くフ
ィクスチャーマウントＺの口腔内側の端部外面に設けられている正多角形状部Zb（図１７
では正六角形状）にフィクスチャーマウント固定具の係合穴４が係合される。
【００２８】
　このフィクスチャーマウント固定具にも、垂下部３の下端に略等間隔で下方に突部3ba
が突設されているが、この突部3baは台座Ｓに係止させるものではなく、収納容器Ｙの側
面に形成されている図１６の如き突条の係合部Ybをこの突部3ba，3ba間に嵌合させるよう
にして係止させるのである。このようにフィクスチャーマウント固定具を収納容器Ｙに回
転不能な状態で係止させることによって、フィクスチャーマウント固定具と一体となって
いるフィクスチャーマウントＺ及びフィクスチャーＸが回転不能となるのである。そして
図１７の如き状態の収納容器Ｙを手等で持ち、ボルトＢをフィクスチャーマウントＺの貫
通穴Zaを通してフィクスチャーＸに螺設されているめねじに螺入してフィクスチャーマウ
ントＺをフィクスチャーＸに固定するのである。
【００２９】
　また本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の更に他の実施例としては、図１８の
如きフィクスチャーマウント固定具がある。このフィクスチャーマウント固定具も係合穴
４を図２０の如くフィクスチャーマウントＺの口腔内側の端部外面に設けられている正多
角形状部Zb（図２０では正六角形状）に係合させるのである。
【００３０】
　このフィクスチャーマウント固定具も、台座Ｓに係止させるのではなく、収納容器Ｙに
係止させるものである。このフィクスチャーマウント固定具では、図１８の如く垂下部３
に設けられている係止部3bが収納容器Ｙの側面に設けられている中心軸と平行な平面であ
る係合部Ybに当接する係止面3bbとして設けられている。即ち図１９の如く側面に中心軸
と平行で対向する２つの平面である係合部Ybが設けられている収納容器Ｙを使用して、フ
ィクスチャーマウント固定具にはこの平面を成す収納容器Ｙの係合部Yb，Ybにそれぞれ当
接する２つの係止面3bb，3bbが設けられているのである。そして図２０の如き状態にフィ
クスチャーマウント固定具を装着した後に収納容器Ｙを手等で持ち、ボルトＢをフィクス
チャーマウントＺの貫通穴Zaを通してフィクスチャーＸに螺設されているめねじに螺入す
れば、フィクスチャーマウントＺをフィクスチャーＸに固定することができるのである。
【００３１】
　本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の更に他の実施例としては、図２１の如き
フィクスチャーマウント固定具がある。このフィクスチャーマウント固定具は、フィクス
チャーマウントＺの正多角形状部Zbと係合させるのではなく、図２２の如きフィクスチャ
ーマウント固定具の内部に形成された係合面3aを、図２３の如きフィクスチャーマウント
Ｚの外面に設けられている中心軸と平行な平面部Zbに当接させることによって係合させる
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のである。なお図２１，図２２及び図２４の頂部２の穴はボルトＢを挿入したり、ボルト
Ｂを螺入する際に使用されるドライバー等を挿入するためのボルト挿通用貫通穴１である
。
【００３２】
　このフィクスチャーマウント固定具は台座Ｓに係止させるものであり、図２４の如き状
態に装着されたフィクスチャーマウント固定具の３つの突部3baを、図４の実施例と同様
に台座Ｓの収納容器保持穴Saに形成されている３つの溝部にそれぞれ係止させるのである
。これにより、フィクスチャーマウント固定具は台座Ｓに固定され回転不能な状態となり
、更にこのフィクスチャーマウント固定具と一体となっているフィクスチャーマウントＺ
及びフィクスチャーＸも回転不能となる。この状態で図２５の如きボルトＢをフィクスチ
ャーＸの係合穴４及びフィクスチャーマウントＺの貫通穴Zaを通して螺入してフィクスチ
ャーＸに螺設されているめねじにフィクスチャーマウントＺをフィクスチャーＸに固定す
るのである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の一実施例を示す斜視図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】収納容器内のフィクスチャーに係合されたフィクスチャーマウントに図１のフィ
クスチャーマウント固定具が装着された状態を示す斜視図である。
【図４】図３における収納容器が台座に保持され、フィクスチャーマウント固定具の垂下
部に設けられている係止部が台座の収納容器保持穴に係止されている状態を示す斜視図で
ある。
【図５】セルフタッピング式インプラントフィクスチャーの一例を示す正面図である。
【図６】図５の平面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線断面図である。
【図８】図３における収納容器を示す斜視図である。
【図９】図８の収納容器の部分断面斜視図である。
【図１０】図８の収納容器に図５のフィクスチャーを収納させた状態を示す斜視図である
。
【図１１】図１０のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１２】図１０における収納容器の部分断面正面図である。
【図１３】図３におけるフィクスチャーマウントの一例を示す斜視図である。
【図１４】図１０における収納容器内に収納されたフィクスチャーに図１３のフィクスチ
ャーマウントを係合させた状態を示す斜視図である。
【図１５】本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の他の実施例を示す斜視図である
。
【図１６】図１５のフィクスチャーマウント固定具が係止される収納容器を示す斜視図で
ある。
【図１７】図１５のフィクスチャーマウント固定具が図１３のフィクスチャーマウントに
装着され、フィクスチャーマウント固定具の垂下部の下端に略等間隔で下方に突設されて
いる突部が収納容器の側面に形成されている突起部間に係止されている状態を示す斜視図
である。
【図１８】本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の更に他の実施例を示す斜視図で
ある。
【図１９】図１８のフィクスチャーマウント固定具が係止される収納容器の一例を示す斜
視図である。
【図２０】図１８のフィクスチャーマウント固定具が図１３のフィクスチャーマウントに
装着され、フィクスチャーマウント固定具の垂下部に設けられている係止面が収納容器の
側面に設けられている中心軸と平行な平面である係合部に係止されている状態を示す斜視
図である。
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【図２１】本発明に係るフィクスチャーマウント固定具の更に他の実施例を示す斜視図で
ある。
【図２２】図２１のフィクスチャーマウント固定具の底面図である。
【図２３】図２１のフィクスチャーマウント固定具に装着されるフィクスチャーマウント
の一例を示す斜視図である。
【図２４】図１０における収納容器内に収納されたフィクスチャーに係合させた図２１の
フィクスチャーマウントに、図２１のフィクスチャーマウント固定具が装着されている状
態を示す斜視図である。
【図２５】フィクスチャーマウントをフィクスチャーに固定する際に使用されるボルトの
一例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　ボルト挿通用貫通穴
　２　頂部
　３　垂下部
　　3a　係合面
　　3b　係止部
　　　3ba　突部
　　　3bb　係止面
　４　係合穴
　Ｘ　セルフタッピング式インプラントフィクスチャー
　　Xa　セルフタッピングねじ
　　　Xaa　切り刃部
　　　Xab　溝部
　　Xb　凹条溝
　Ｚ　フィクスチャーマウント
　　Za　貫通穴
　　Zb　正多角形状部
　　Zc　平面部
　Ｙ　収納容器
　　Ya　突起部
　　Yb　係合部
　Ｂ　ボルト
　Ｓ　台座
　　Sa　収納容器保持穴
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